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令和３年度の中核市への移行に伴い、松本市では県費負担教職員の研修実施の権限が県から移譲され

ました。これを機に、松本市では「教職員研修計画」を策定し、松本市の教育大綱や教育振興基本計画

を踏まえた独自の教職員研修を実施することとなりました。 

「教職員研修計画」の策定にあたり、市教育委員会では教育顧問の荒井英治郎先生（信州大学教職支

援センター）を座長に、市内小・中・特別支援学校の先生方による「教

員研修計画検討会議」を組織し、今年の５月から、松本市で実施する研

修の基本的な方向性について、協議を重ねてきました。 

このたび教育研修センターでは、これまでの協議の中で共通理解を

深めた松本市の教職員研修の方向を、「松本市教職員研修計画（案）」と

してまとめました。そして、本計画の中で松本市の教職員研修の方向を

示す中核的な部分である「松本市の教職員研修の基本方針」を多くの教

育関係者の皆様にご覧いただき、率直なご意見をお寄せいただく機会

をもちたいと考えました。 

いただいたご意見を踏まえ「基本方針」等を検討し、さらに令和５年

度実施の個々の具体的な研修の概要を整備した上で、令和４年度内に

策定を完了し、各校の先生方のお手元にお届けする予定です。 

松本市の教職員研修の基本方針（案） 

１ 願う教師像 

「子どもの「すがた」と「学び」を問い続ける教師」 

〇子どもの主体性・多様性・創造性を引き出す「学びの伴走者」としての教師 

〇子どもとともに成長の喜びを感じ、仲間とともに学び続ける教師 

２ 教職員研修の目的 

「子ども・教師の育ちと学びを支える教職員研修」 

〇子どもの尊厳と人権を尊重しながら、子どもを主人公としていく松本市の教育の本質を追求し、

参加者の子ども観の問い直しと深まりを目指します。 

〇日々の実践や課題を持ち寄り対話することを通じて、参加者の主体性や関係性の問い直しと深

まりを目指します。 

 

松本市教育研修センターだより 

「多様性・創造性・主体性」を育む「学びの伴走者」を目指して 

松本市教職員研修計画（案）の策定を進めています 



３ 教職員研修の目標 

(１) キャリアステージに応じた研修と現代的な教育課題に対応した研修の実施 

(２) 研修ニーズの把握による研修の柔軟な企画・立案 

(３) 多様な方法による研修と学びのコミュニティの形成 

(４) 教職員の働き方を考慮した効果的な研修実施 

(５) 指導主事等による学校訪問支援研修の充実 

(６) 長野県教育委員会との密接な連携 

４ 教職員研修の重点   「観」と「像」を問い直す 

(１)「子ども観」 

   〇多様な子どもの自分らしさを尊重した学びのあり方に関する研修 

・子どもの見方、子ども理解を深めるために専門家から知見を学ぶ研修 

・インクルーシブな教室環境・授業づくりに関する研修 

・子ども理解を深め、特別支援教育における学校全体の指導力・チーム力を高める研修 

・すべての子どものありようを受けとめ認め、はぐくむ子ども観を深める研修 等 

(２)「授業観・指導観」 

〇すべての子どもの資質・能力を育む授業づくりのあり方に関する研修 

・一人ひとりの人格を尊重し互いを認め合うインクルーシブ教育の推進に関する研修 

・SDGs と松本学（地域素材の教材化）の推進に関する研修 

・テーマ別授業づくり研修 

主体的・対話的で深い学びの実現  個別最適化した学びと協働的な学びの実現  

子どもの「問い」を生かした授業づくり  非認知的能力を重視した授業づくり 

     教具・文具としての ICT を活用した授業づくり  シティズンシップ教育 

「遊び」「体験」をベースに置いたカリキュラムづくり 等 

(３)「教師像」 

   〇「学びの伴走者」としての教師のあり方に関する研修 

    ・人権感覚を磨く研修   ・先哲に学ぶ研修 

    ・危機管理研修、学校における働き方改革に関する研修 

    ・ファシリテーションおよびコーチング研修 講師サポート研修 等 

(４)「学校像」 

〇子どもにとって魅力ある学校づくりとマネジメントのあり方に関する研修 

・学校教育目標具現のための教育課程編成（カリキュラム・マネジメント）に関する研修 

・指導力・チーム力を高める校内研修・校内研究推進研修（主に教務主任・研究主任対象） 

・リーダーシップ・フォロアーシップ研修（主に管理職対象） 

・ミドルリーダー研修（主に中堅教員対象） 

・幼保小中連携のあり方に関する研修 等 

 

 

※ 松本市独自の教職員研修は令和６年度完全実施予定です。 

※ 令和５年度は前年度として可能な限り「方針」に基づいた 

研修の企画・実施を目指します。 

お問合わせ 

松本市教育委員会 

教育研修センター 

0263-87-9909 

e-kensyu@city.matsumoto.lg.jp 


